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政
府
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
、
十
分
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。 

 

一 

電
子
記
録
債
権
制
度
の
導
入
に
当
た
っ
て
は
、
事
業
者
の
資
金
調
達
の
円
滑
化
等
を
図
る
と
い
う
法
律
の
趣
旨
に
か
ん
が
み
、

特
に
中
小
企
業
の
資
金
調
達
等
に
配
慮
し
つ
つ
、
適
切
な
金
融
イ
ン
フ
ラ
の
整
備
に
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、
電
子
金
融
取
引
に

係
る
イ
ン
フ
ラ
と
し
て
、
他
の
電
子
的
な
取
引
に
係
る
決
済
機
関
・
ク
リ
ア
リ
ン
グ
機
関
等
と
の
連
携
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、

我
が
国
金
融
市
場
の
効
率
性
を
高
め
、
経
済
の
活
性
化
に
資
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。 

 

一 

法
施
行
ま
で
に
電
子
債
権
記
録
機
関
の
業
務
規
程
や
口
座
間
送
金
決
済
契
約
等
の
詳
細
に
つ
い
て
慎
重
な
検
討
を
行
い
、
債

務
者
の
二
重
払
い
の
リ
ス
ク
が
回
避
さ
れ
る
よ
う
同
期
的
管
理
の
確
実
な
実
施
を
含
め
、
電
子
記
録
債
権
制
度
全
般
の
信
頼
性

を
確
保
す
る
こ
と
。
ま
た
、
取
引
参
加
に
当
た
っ
て
は
、
本
人
確
認
の
徹
底
及
び
悪
質
業
者
等
の
排
除
、
債
権
の
期
限
に
支
払

え
な
い
債
務
者
へ
の
対
応
措
置
の
検
討
を
行
う
こ
と
等
に
よ
り
取
引
全
体
の
安
全
性
と
健
全
性
の
確
保
に
努
め
る
こ
と
。
さ
ら

に
、
電
子
記
録
債
権
の
譲
渡
禁
止
特
約
に
つ
い
て
は
、
中
小
企
業
金
融
の
円
滑
化
の
阻
害
要
因
と
な
ら
な
い
よ
う
、
制
度
の
運

用
状
況
等
を
検
証
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
適
切
な
対
応
を
行
う
こ
と
。 

 

一 

電
子
債
権
記
録
機
関
の
指
定
に
当
た
っ
て
は
、
適
切
な
人
材
の
確
保
等
に
よ
る
業
務
運
営
の
適
正
性
と
財
務
面
に
お
け
る
長

期
的
健
全
性
の
確
保
等
に
配
慮
す
る
こ
と
。
ま
た
、
電
子
債
権
記
録
機
関
の
設
立
・
運
営
に
か
か
る
費
用
が
過
剰
に
な
ら
ず
中

小
企
業
も
安
価
に
利
用
で
き
る
よ
う
環
境
整
備
に
努
め
る
こ
と
。
さ
ら
に
、
利
用
者
利
便
の
向
上
に
向
け
て
、
実
務
関
係
者
が

記
録
様
式
等
の
必
要
な
標
準
化
等
を
検
討
す
る
際
に
は
、
適
切
な
連
携
に
努
め
る
こ
と
。 

  



 

一 

電
子
債
権
記
録
機
関
の
公
正
性
・
中
立
性
や
円
滑
な
業
務
運
営
の
確
保
、
破
綻
防
止
の
観
点
か
ら
、
体
制
の
整
備
を
含
め
、

適
切
な
検
査
・
監
督
に
努
め
る
こ
と
。
そ
の
際
、
記
録
原
簿
は
、
電
子
記
録
債
権
の
権
利
の
内
容
が
記
録
さ
れ
、
取
引
先
名
等

の
重
要
な
営
業
情
報
等
も
含
む
た
め
、
電
子
債
権
記
録
機
関
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
面
に
つ
い
て
、
な
り
す
ま
し
な
ど
外
部
か
ら
の

不
正
ア
ク
セ
ス
の
防
止
策
や
、
情
報
漏
え
い
等
を
防
ぐ
た
め
の
内
部
管
理
態
勢
の
構
築
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
格
別
の
注
意
を
払

う
こ
と
。 

 

一 

電
子
記
録
債
権
が
普
及
す
る
た
め
に
は
、
と
り
わ
け
債
務
者
で
あ
る
大
企
業
な
ど
の
協
力
が
不
可
欠
で
あ
る
た
め
、
そ
の
利

用
が
図
ら
れ
る
よ
う
な
環
境
整
備
に
努
め
る
こ
と
。  

 

右
決
議
す
る
。 


